
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

○
教
育
庁
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

四

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
「
超
過
勤
務
等
命
令
簿
（
第
五
号
様
式
）
」
の
下
に
「
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
職

員
の
給
与
、
旅
費
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
に
係
る
事
務
の
処
理
及
び
管
理
等
を
行
う
情
報
処
理
の
シ
ス

テ
ム
で
あ
つ
て
教
育
長
が
指
定
し
た
も
の
（
以
下
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
行
う

こ
と
を
教
育
長
が
指
定
す
る
職
員
（
以
下
「
指
定
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
中
「
出
勤
し
、
」
を
「
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
怠
管

理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
県
立
学
校
教
育
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
管
理
等
を
行
う
情

報
処
理
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
つ
て
教
育
長
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
庶
務
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
を
教
育
長
が
指
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
（
以
下
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
年
次
有
給
休
暇
届
（
第
七
号
様
式
）
」
を
「
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
又
は
庶

務
シ
ス
テ
ム
に
年
次
有
給
休
暇
の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、

年
次
有
給
休
暇
届
（
第
七
号
様
式
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
休
暇
（
欠
勤
）
願
（
第
七
号
様

式
の
三
）
」
を
「
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
又
は
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
休
暇
の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力

す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
休
暇
（
欠
勤
）
願
（
第
七
号
様
式
の
三
）
）
」
に
改
め
、
同
項

第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

規
則
第
十
三
条
第
十
三
号
の
二
の
場
合
に
お
け
る
不
妊
治
療
休
暇
を
受
け
る
と
き
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
添
付
し
、
又
は
提
示
」
を
「
、
同
項
第
十
三
号
の
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
計
画
書
を
、
同
項
第
十
四
号
の
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
骨
髄

移
植
又
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
に
係
る
登
録
を
実
施
す
る
者
の
登
録
の
た
め
の
呼
出
し
の
通
知
又
は
登

し
ょ
う

録
通
知
の
写
し
を
提
出
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
添
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
産
前
産
後

休
暇
届
（
第
七
号
様
式
の
四
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
休
暇
の
期

間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
、
「
添
付
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
提

出
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
通
勤
緩
和
休
暇
願
（
第
七
号
様
式
の
五
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職

員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
出
産
予
定
日
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
、

同
条
第
七
項
中
「
育
児
休
暇
届
（
第
七
号
様
式
の
六
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務

シ
ス
テ
ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
条
第

八
項
中
「
育
児
休
暇
願
（
第
七
号
様
式
の
六
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ

ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中

「
介
護
休
暇
願
（
第
八
号
様
式
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
介
護
休

暇
に
係
る
要
介
護
者
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
介

護
時
間
願
（
第
八
号
様
式
の
二
）
」
の
下
に
「
（
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
介
護
時

間
に
係
る
要
介
護
者
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
発
令
年
月
日
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す

る
こ
と
に
よ
り
、
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
指
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
赴
任
に
よ
り
住
所
を
変
更
し
た
と
き
を
含
め
、
庶
務
シ
ス
テ

ム
に
変
更
後
の
住
所
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
七
号
様
式
の
三
中
「生

理
休
暇

」
を
「生

理
休
暇

（
11号休

暇

）
」
に
改
め
、
「結

婚
休
暇

」
の

次
に
「

不
妊
治
療
休
暇

（出
生
サ
ポ

ト
休
暇

）
」
を
加
え
る
。

、
ー

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る

規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
他
の
地
方
公
共
団
体
」
を
「
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
」
に
改
め
、

「
並
び
に
発
信
者
名
が
教
育
委
員
会
名
で
あ
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
発
信
者
名
が
教
育

委
員
会
名
以
外
で
あ
る
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
職
員
」
を
「
こ
の
訓
令
の
規
定
に
よ
る
服
務
に
関
す
る
手
続
を
庶
務
シ
ス
テ
ム
（
電
子

計
算
機
を
利
用
し
て
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
服
務
、
福
利
厚
生
等
に
係
る
事
務
の
処
理
及
び
管
理
を
行

う
情
報
処
理
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
教
育
長
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
て

行
う
こ
と
を
教
育
長
が
指
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
（
以
下
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
年
次
有
給
休
暇
届
（
様
式
第
三
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
年
次
有
給
休
暇

の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
届
（
様
式
第

三
号
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
休
暇
（
欠
勤
）
願
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム

に
休
暇
の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
休
暇
（
欠
勤
）
願
（
様

式
第
五
号
）
）
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

規
則
第
十
三
条
第
十
三
号
の
二
の
場
合
に
お
け
る
不
妊
治
療
休
暇
を
受
け
る
と
き
。

第
八
条
第
三
項
中
「
添
付
し
、
又
は
提
示
」
を
「
、
同
項
第
十
三
号
の
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
計
画
書
を
、
同
項
第
十
四
号
の
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
骨
髄
移
植

若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
に
係
る
登
録
を
実
施
す
る
者
の
登
録
の
た
め
の
呼
出
し
の
通
知
又
は
登

し
ょ
う

録
通
知
の
写
し
を
提
出
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
添
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
産
前
産
後

休
暇
届
（
様
式
第
六
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
産
前
産
後
休
暇
の
休
暇
の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項

を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
産
前
産
後
休
暇
届
（
様
式
第
六
号
）
）
」
に
、
「
添
付
」

を
「
提
出
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
添
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
通
勤
緩
和
休
暇
願
（
様

式
第
八
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
出
産
予
定
日
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員

に
あ
っ
て
は
、
通
勤
緩
和
休
暇
願
（
様
式
第
八
号
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
育
児
休
暇
届
（
様

式
第
九
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
育
児
休
暇
届
（
様
式
第
九
号
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
育
児

休
暇
願
（
様
式
第
九
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
育
児
休
暇
に
係
る
子
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を

入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
育
児
休
暇
願
（
様
式
第
九
号
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
九

項
中
「
介
護
休
暇
願
（
様
式
第
十
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
介
護
休
暇
に
係
る
要
介
護
者
の
氏
名

そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
介
護
休
暇
願
（
様
式
第
十
号
）
）
」

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
介
護
時
間
願
（
様
式
第
十
号
の
二
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
介
護
時
間

に
係
る
要
介
護
者
の
氏
名
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
介
護
時
間

願
（
様
式
第
十
号
の
二
）
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
超
過
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
十
一
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ

と
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
超
過
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
十
一
号
）
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
管
理
職
員
特
別
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
十
二
号
）
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
（
特
定

職
員
に
あ
っ
て
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
命
令
簿
（
様
式
第
十
二
号
）
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
着
任
届
（
様
式
第
十
六
号
）
を
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
発
令
年
月
日
そ
の

他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
庶
務
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
支
障
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

そ
の
所
属
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
着
任
届
（
様
式
第
十
六
号
）
）
に
よ
り
」
に
、

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
（
赴
任
に
よ
り
住
所
を
変
更
し
た
と
き
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
住
所
変
更
届
（
様

式
第
十
九
号
）
を
」
を
「
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
変
更
後
の
住
所
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
（
庶

務
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
支
障
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
所
属
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る

職
員
に
あ
っ
て
は
、
住
所
変
更
届
（
様
式
第
十
九
号
）
）
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届

け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「生

理
休
暇

」
を
「生

理
休
暇

（
11号休

暇

）
」
に
改
め
、
「結

婚
休
暇

」
の
次
に

「

不
妊
治
療
休
暇

（出
生
サ
ポ

ト
休
暇

）
」
を
加
え
る
。

、
ー

第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

教
育
庁
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

教
育
庁
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

教
育
庁
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
簿
冊
」
の
下
に
「
（
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
第
六
条
の
特
定
職
員
以
外
の
駐
在
員

に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
簿
冊
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）


